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用  語  解  説 

 

１  件  数 

診療報酬明細書等の枚数であり、保険医療機関等ごと、被保険者ごとに毎月１枚ずつ（入院、

入院外別）計上されるものである。 

 

２  日  数 

診療実日数である。 

 

３  年間平均被保険者数 

（１） 市 町 村  令和５年３月から令和６年２月までの各月末における被保険者数の合

計を１２で除して得たものである。 

（２） 国保組合  令和５年４月から令和６年３月までの各月末における被保険者数の合

計を１２で除して得たものである。 

 

４  受診率（被保険者１００人当たり受診件数） 

  年間件数を年間平均被保険者数で除し１００を乗じて得たものである。 

 

５  １件当たり日数 

  年間日数を年間件数で除して得たものである。 

 

６  １日当たり診療費 

年間診療費を年間日数で除して得たものである。 

 

７  １件当たり診療費 

  年間診療費を年間件数で除して得たものである。 

 

８  １人当たり診療費 

  年間診療費を年間平均被保険者数で除して得たものである。 
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９  保険料（税）の所得割・資産割の算定基礎の記号（第８表） 

（１）所得割の算定基礎 

①    昭和３６年度から３８年度までの間、市町村民税の所得割の課税方式として採用さ

れていた、いわゆる「旧ただし書き方式」による場合。（地方税法第３１４条の２第

１項に規定する総所得金額及び山林総所得金額の合計額から同条第２項の規定による

控除をした後の額に基づいて算定される。） 

   ②    昭和３６年度から３８年度までの間、市町村民税の所得割の課税方式として採用さ

れていた、いわゆる「本文方式」による場合。（地方税法第３１４条の２第１項に規

定する総所得金額及び山林総所得金額の合計額から同項各号の規定による各種控除及

び同条第２項の規定による控除をした後の額に基づいて算定される。） 

   ③    市町村民税の所得割額に基づいて算定している場合。 

   ④    市町村民税額又は都道府県民税額＋市町村民税額の合計額に基づいて算定している

場合。 

   ⑤    上記①から④までのいずれにも該当しない場合。 

（２）資産割の算定基礎 

   ①    固定資産税額である場合。 

   ②    固定資産税額のうち土地・家屋に係る分である場合。 

   ③    上記①及び②のいずれにも該当しない場合。 

        

10  地域差指数（付表第 5） 

地域差指数＝実績給付費÷基準給付費（※） 

（※）「基準給付費」とは、年齢階層別１人当たり医療給付費が全国平均と同じと仮定した

場合の当該保険者の給付費をいう。 
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《参考》国民健康保険法による医療費の定義 

 

                                 入院 

                          診療費    入院外 

             療養（医療）の給付等   調剤     歯科 

             費用額          食事療養・生活療養 

総医療費                      訪問看護 

 ＝療養（医療）諸費                  

  費用額 

                          食事療養・生活療養[差額支給分] 

                                    診療費 

             療養（医療）費等     療養（医療）費      [海外療養費含む] 

             費用額                    その他 

[柔道整復師の施術、治療用装具、 

あんま、はり、灸、マッサージ等] 

                          移送費 

 

 

 

入院 入院外 歯科 調剤 
食事療養 

生活療養 
訪問看護 

食事療養 

生活療養 

[差額支給分] 

療養費 

(医療費) 
移送費  

 

      診療費 

 

        療養（医療）の給付等            療養（医療）費等 

 

療養（医療）諸費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


